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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 複 数 の 処 理 用 複 合 体 の う ち の １ つ だ け が 前 記 リ ソ ー ス の 論 理 的 所 有 者 で あ り 、
　 前 記 方 法 は 、 前 記 論 理 的 所 有 者 に よ っ て 、 前 記 構 成 さ れ た リ ソ ー ス の 構 成 情 報 を 前 記 複
数 の 処 理 用 複 合 体 の う ち の 他 の 処 理 用 複 合 体 に 配 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １
に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】

（ ａ ） リ ソ ー ス が バ ス （ １ ０ ４ ） を 介 し て 複 数 の 処 理 用 複 合 体 （ １ ０ ０ ａ 、 １ ０ ０ ｂ 、
１ ０ ０ ｎ ） に よ っ て 共 有 さ れ 、 前 記 リ ソ ー ス の 構 成 の 遅 延 が 、 前 記 処 理 用 複 合 体 の 初 期 プ
ロ グ ラ ム の ロ ー ド の 完 了 ま で 該 リ ソ ー ス の 構 成 を 延 期 す る こ と を 意 味 す る も の に お い て 、
該 リ ソ ー ス （ １ ０ ２ ） に 関 連 す る 構 成 イ ン ジ ケ ー タ （ ２ ０ ０ ） が 、 前 記 リ ソ ー ス の 構 成 の
遅 延 を 示 し て い る か ど う か を 判 断 し 、 該 リ ソ ー ス の 構 成 の 遅 延 が 示 さ れ た と き 、 該 複 数 の
処 理 用 複 合 体 の 初 期 プ ロ グ ラ ム の ロ ー ド 中 は 該 リ ソ ー ス の 構 成 を 阻 止 す る ス テ ッ プ と 、
　 （ ｂ ） 前 記 処 理 用 複 合 体 の 前 記 初 期 プ ロ グ ラ ム の ロ ー ド 完 了 後 に 、 ク ラ ス タ 化 ア プ リ ケ
ー シ ョ ン に よ っ て 、 該 処 理 用 複 合 体 が 前 記 リ ソ ー ス の 論 理 的 所 有 者 で あ る と 判 断 す る ス テ
ッ プ と 、
　 （ ｃ ） 前 記 リ ソ ー ス に 関 連 す る 構 成 イ ン ジ ケ ー タ が 該 リ ソ ー ス の 構 成 の 遅 延 を 示 し て い
る と 判 断 さ れ る こ と に 応 答 し て 、 該 論 理 的 所 有 者 に よ っ て 前 記 リ ソ ー ス を 構 成 す る ス テ ッ
プ と
を 含 む 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 リ ソ ー ス の 構 成 の 遅 延 を 判 断 す る ス テ ッ プ が 、 前 記 処 理 用 複 合 体 の 前 記 初 期 プ ロ グ
ラ ム の ロ ー ド を 実 行 す る た め に 実 行 さ れ る 該 処 理 用 複 合 体 の ブ ー ト ・ ア プ リ ケ ー シ ョ ン に
よ っ て 実 行 さ れ 、
　 前 記 ス テ ッ プ （ ａ ） に お い て 前 記 構 成 イ ン ジ ケ ー タ が 前 記 リ ソ ー ス の 構 成 の 遅 延 を 示 し
て い な い と 前 記 ブ ー ト ・ ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 判 断 す る こ と は 、 該 リ ソ ー ス が 共 有 リ ソ ー ス
で は な い こ と を 示 す も の で あ り 、 こ の 判 断 に 応 答 し て 、 ス テ ッ プ （ ｂ ） 及 び ス テ ッ プ （ ｃ
） が 実 行 せ ず に 、 ブ ー ト ・ ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 、 前 記 初 期 プ ロ グ ラ ム の ロ ー ド 中 に 該 リ ソ
ー ス を 構 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。



　 前 記 リ ソ ー ス の 論 理 的 所 有 者 で あ り 、 該 リ ソ ー ス を 構 成 し た 前 記 複 数 の 処 理 用 複 合 体 の
う ち の １ つ だ け の 故 障 を 判 断 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 故 障 を 判 断 す る 前 記 ス テ ッ プ に 応 答 し て 、 前 記 複 数 の 処 理 用 複 合 体 か ら 、 該 リ ソ ー
ス の 次 の 構 成 を 担 当 す る 該 リ ソ ー ス の 新 し い 論 理 的 所 有 者 を 決 定 す る ス テ ッ プ と
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 複 数 の 処 理 用 複 合 体 の う ち の １ つ だ け が 前 記 リ ソ ー ス の 元 の 論 理 的 所 有 者 で あ り 、
　 前 記 の 方 法 は 、 前 記 元 の 論 理 的 所 有 者 の 故 障 に 応 答 し て 、 前 記 複 数 の 処 理 用 複 合 体 の 中
か ら 該 リ ソ ー ス の 新 し い 論 理 的 所 有 者 を 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 元 の 論 理 的 所 有 者 が 前 記 故 障 か ら 回 復 し た こ と を 判 断 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 元 の 論 理 的 所 有 者 が 前 記 故 障 か ら 回 復 し た と い う 判 断 に 応 答 し て 、 前 記 リ ソ ー ス の
論 理 的 所 有 者 を 、 再 び 前 記 新 し い 論 理 的 所 有 者 か ら 該 元 の 論 理 的 所 有 者 に 移 転 す る ス テ ッ
プ と
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 複 数 の 処 理 用 複 合 体 が マ ル チ ・ ク ラ ス タ ・ シ ス テ ム を 備 え 、 該 複 数 の 処 理 用 複 合 体
は 、 該 複 数 の 処 理 用 複 合 体 が 共 有 す る 前 記 構 成 さ れ た リ ソ ー ス を 介 し て 、 ホ ス ト に よ っ て
ア ク セ ス さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 共 有 リ ソ ー ス が Ｐ Ｃ Ｉ ア ダ プ タ で あ り 、 前 記 バ ス が Ｐ Ｃ Ｉ バ ス で あ り 、 前 記 構 成 イ
ン ジ ケ ー タ が 前 記 Ｐ Ｃ Ｉ ア ダ プ タ 内 に 実 装 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　

。
【 請 求 項 ８ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム 上 で の 実 行 時 に 、
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム に 、 前 記 方 法 の 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か の 方 法 中 に 記 載 さ
れ て い る 各 ス テ ッ プ を 実 行 す る よ う に 命 令 す る た め の 、 コ ン ピ ュ ー タ 可 読 記 憶 媒 体 上 に 格
納 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム 。
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前 記 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か の 請 求 項 に 従 っ た 方 法 中 に 記 載 さ れ て い る 全 て の ス テ ッ プ
を 実 行 す る よ う に 適 合 さ れ た 手 段 を 含 む シ ス テ ム
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